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交通安全協会の会費徴収方法に係る適正化について

標記の件については、平成１７年１２月２１日 「規制改革・民間開放推進会、

議」から内閣総理大臣に対して提出された「規制改革・民間開放の推進に関する

第２次答申」の中に、具体的施策として盛り込まれたところであり、これを最大

（ ） 、 、限に尊重する旨の閣議決定 平成１７年１２月２２日 を経て 本年３月３１日

「規制改革・民間開放推進３か年計画（再改定 （別添参照）が閣議決定され）」

たところである。

各都道府県警察にあっては、上記計画に基づき、下記の事項に留意の上、速や

かに所要の措置を講じられたい。

記

１ 交通安全協会に対する指導事項

(1) 会費徴収方法の適正化

交通安全協会（以下「協会」という ）の会費徴収方法については、。

○ 入会・会費徴収窓口と運転免許証更新受付窓口等他の窓口との分離

○ 名札等の着用による協会職員であることの明確化

○ 入会勧誘時における、看板、チラシ等を活用した入会及び会費納入の任

意性についての明確な説明の実施

の措置を可能な限り講じること等により、協会への入会及び会費納入が任意

である旨を国民に対してより明確にするよう、協会に対する指導、監督を徹

底すること。

(2) 会費の使途・活動の十分な説明

会費の使途及び協会の活動内容については、協会への入会勧誘時等様々な

機会を利用して、チラシ等の活用により十分な説明を実施することにより、

協会による交通安全活動の意義について国民に対してより積極的に理解を求

めるよう、協会に対する指導、監督を徹底すること。

２ 措置すべき時期

本件は、本年度中に措置を行うことが閣議決定されており、各都道府県警察

にあっては、速やかに協会に対する指導を行うこと。




